
平成21年（2009年）２月１日 三 浦 市 議 会 だ よ り （ 8 ）第 93 号

本会議での議案等の審議結果

番　号 件　　　　　　　　　　名 議決状況

議案第54号 平成20年度三浦市一般会計補正予算（第４号）

三浦市市税条例の一部を改正する条例

三浦市国民健康保険条例の一部を改正する条例

訴えの提起について

公有水面埋立に関する意見について

平成20年度三浦市一般会計補正予算（第５号）

平成20年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）

平成20年度三浦市老人保健医療事業特別会計補正予算

（第２号）

平成20年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）

平成20年度三浦市市場事業特別会計補正予算（第１号）

平成20年度三浦市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）

平成20年度三浦市病院事業会計補正予算（第１号）

平成20年度三浦市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて

地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及

び財政措置を求める意見書

健全に運営する自主共済に対し、保険業法の適用除外

を求める意見書

所得税法第56条の廃止を求める意見書

重度障害者医療費助成制度に関する意見書

専決処分の報告について

原案可決 全会一致

議案第55号 〃 賛成多数

議案第56号 〃 全会一致

議案第57号 〃 賛成多数

議案第58号 〃 全会一致

議案第59号 〃 賛成多数

議案第60号 〃 全会一致

議案第61号 〃 〃

議案第62号 〃 〃

議案第63号 〃 〃

議案第64号 〃 〃

議案第65号 〃 〃

議案第66号 〃 〃

議案第67号 原案同意 〃

意見書案第７号 原案可決 〃

意見書案第８号 〃 〃

意見書案第９号 〃 〃

意見書案第10号 〃 〃

報告第17号 報　　告 ──

平成21年第１回定例会は、次の日程により開かれる予定です。

◆お問い合わせは議会事務局へ
電話　０４６－８８２－１１１１ 内線４６２・４６３

※請願・陳情の提出期限は２月24日貂です。
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平成20年第４回定例会の本会議録は、３月上旬から市役所協働推進課、図書館、またはホームページ内の会議録検索システムで閲覧できます。
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食品偽装表示事件や架空請求、振り込め詐欺など、多くの分野で

の消費者被害が後を絶たない中、地方自治体の消費生活相談窓口へ

の期待が高まっている。

国においては、消費者が主役の消費者行政を実現するため、次の

措置を講じるよう要望する。

１　消費生活センターの設置やネットワークの充実等に向けた法制

度の整備

２　地方消費者行政を拡充・強化するための財政措置

〈提出先〉 内閣総理大臣　総務大臣　消費者行政推進担当大臣

衆議院議長　参議院議長

地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の
整備及び財政措置を求める意見書

平成18年４月の保険業法改正により、団体構成員の相互扶助を目

的とした自主共済制度は、保険会社に準じた規制を受け、存続の危

機に追い込まれている。

国においては、自主共済制度が今後も存続できるよう、次の事項

を実施することを要望する。

１　健全に運営する自主的な共済を保険業法の適用除外とすること

２　構成員が限定され、助け合いを目的とした共済の実態を踏まえ、

保険業法の制度と運用を見直すこと

〈提出先〉 内閣総理大臣　総務大臣　財務大臣

内閣府特命担当大臣（金融）

健全に運営する自主共済に対し、保険業法の
適用除外を求める意見書

中小自営業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献

してきた。

しかし、所得税法第56条では、中小自営業者を支える家族従業員

の働き分（自家労賃）は事業の必要経費に算入されず、親族に支払

う対価の必要性を認めていない。また、事業主の所得から控除され

るわずかな働き分が家族従業員の所得とみなされるため、家族従業

員は社会的にも経済的にも自立できない状況となっている。

国においては、中小自営業者の家族従業員の労働に対する社会的

評価、働き分を正当に認め、人権保障の基礎をつくるために、所得

税法第56条を廃止するよう要望する。

〈提出先〉 内閣総理大臣　総務大臣　財務大臣

所得税法第56条の廃止を求める意見書

重度障害者医療費助成制度は、障害者の医療費負担を軽減するた

めの施策として重要な役割を果たしているが、県は今年10月より、

重度障害者への一部負担金と年齢制限を導入した。

現在、市は本制度について、県からの補助金を受けながら市の事

業として実施しており、今年度の負担金、年齢制限の導入は見送っ

ている。しかし、県からの補助金が減らされたままでは、市が制度

を安定的に運営していくことは不可能である。

よって、県においては、重度障害者医療費助成制度が市の事業と

して安定的・継続的に実施できるよう、補助金削減を撤回し、元の

補助額に戻すことを強く要望する。

〈提出先〉 神奈川県知事

重度障害者医療費助成制度に関する意見書


